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例）本給200,000+扶養手当7,000＋資格手当2,000＝給与月額209,000円

　　給与月額209,000＝14等級200,000円　加入者掛金4,000円　施設・団体5,000円

  標準給与月額と掛金額について

標準給与月額とは、給与から控除される掛金額や長期給付金（退職一時金）を計算する際の基礎

となるものです。

標準給与月額と掛金額は、加入者の給与月額（※1）に基づいて別表（１）にあてはめ算出します。

※1 給与月額は、勤務の対価として受ける本給、調整手当、扶養手当及びその他の手当（通勤手当、時間外手当及
び臨時に支給される手当を除く）の合計額のことです。

注）標準給与月額の改定は、10月以外行いません。

注）標準給与月額の改定は、10月以外行いません。


